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【提出・問合先】
　　藤井寺市市民生活部環境衛生課
　　　　〒583-8583　藤井寺市岡１丁目１番１号
　藤井寺市役所　環境衛生課　宛
　　　　Tel　072-939-107７（直通）　　
　　　E-mail　 kankyou@city.fujiidera.lg.jp
※　平日９時～１７時３０分まで郵送・E-mail・窓口にて受付
　　　いずれも１２月２５日必着






１．趣旨
藤井寺市では、これまでごみの減量を推進すべく、様々な取り組みを行ってきました。
このたび、市民の方からも広くご意見をいただくため、藤井寺市環境保全審議会規則第２条第２項第４号に規定する委員として参画していただける方を募集します。

２．募集人数
　　１人程度

３．任期
委嘱日から令和１０年１月３１日まで

４．委員の役割
　　任期中に開催される会議（年３～５回程度を予定）に出席し、ごみの減量に関する様々な内容に関し審議していただきます。

５．委員報酬
　　日額９，５００円（会議参加１回につき）

６．応募資格
応募日現在において、次のすべての要件を満たしていること。
（１）藤井寺市内に１年以上居住する市民で、１８歳以上の者
（２）ごみの減量に理解と関心のある者
（３）次に掲げる欠格事項に該当しない方
ア．国又は地方公共団体の職員
イ．破産者で復権を得ない者
ウ．禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者
エ．租税公課を滞納している者
オ．藤井寺市暴力団排除条例第２条第１項第１号に規定する暴力団の統制下にある者又は同項第２号及び第３号に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者に該当する者
　（４）平日昼間の会議に出席できる者
　（５）藤井寺市の他の付属機関の委員に選任されていない者
　（６）日本語を理解し、日本語により会話ができる者

７．応募方法
（１）応募期限
令和７年１２月２５日（木）
※郵送の場合は、１２月２５日必着

　（２）提出書類
・（様式１）応募用紙
・小論文

　（３）小論文テーマ
「ごみの減量について」あなたの考えを記述してください（800字程度）

　（４）提出方法
上記の募集期間内に提出書類を以下のいずれかの方法で提出してください。
1 電子メール
2 郵送
3 窓口に持参
※提出書類に不足・不備等があった場合、再提出となります。募集期間内に再提出が完遂されない場合は、応募を受理できませんのでご注意ください。

　（５）提出・問合先
藤井寺市市民生活部環境衛生課
〒583-8583　藤井寺市岡１丁目１番１号（６階６７番窓口）
藤井寺市役所　環境衛生課　宛
Tel　072-939-1077（直通）　　
電子メール　 kankyou@city.fujiidera.lg.jp

８．選定方法及び結果
　（１）選定方法
　　　委員の選定は、市選定委員会により以下の審査を実施し決定します。
1 書類審査
提出された書類をもとに選考を行います。
2 面接審査
１月上旬に、個別面接を実施します。

　（２）選考結果
選考結果については、１月中旬に応募者全員に文書で通知します。

９．その他
（１）提出いただいた書類は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
（２）藤井寺市環境保全審議会は、公開のもとで行われる会議であり、委員に選考された場合は、市ホームページ等に氏名を公表する場合がありますので、合わせてご了承ください。
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